
東日本裁判の判決日（９/１４）が確定する中、

５月２５日を初日として４日間、西日本裁判の証

人尋問が行われた。初日、会社側証人は東日本裁

判と同じく①格差は正社員へのインセンティブ

付与のためであって合理性がある、②正社員と期

間雇用社員とでは職務内容や責任の程度が異な

っている、③採用方法が違い、営業活動、クレー

ム処理など正社員と期間雇用社員とで業務内容

が異なる､などとの主張を展開した。５月２９日

からの原告・証人尋問では、会社側主張に対して、

①インセンティブ付与は全く聞かされていない、

②職務内容や責任は全く同じである、③クレーム

処理や営業活動等々についても全く同じである

ことを具体的に証言し、反論を展開した。これに

対して、会社側は原告側証人の「裁判歴・処分歴

はどうか？」「あなたの営業成績はどうか？」「配

転協約の存在を知っているか？」など些末なあげ

足取りの質問に終始し、持ち時間の半分以上を残

したまま質問を終了した。実態論で完全に会社側

を圧倒する展開となった。 

今後の日程 

８月 ８日 １３時１０分から進行協議 

９月２７日 １３時１０分から最終弁論・結審 

会社側は格差の合理性立証できず、虚偽証言を繰り返す 
５月２５日、会社側から４人が証言しました。

松井証人（本社人事部・係長）は各手当や休暇の

趣旨・目的について「定年まで長期に貢献しても

らうためのインセンティブ付与にある」とのべ、

期間雇用社員には、「長期的な雇用は想定してい

ない」などとの主張をしました。今日の郵政事業

の基幹的業務を期間雇用社員が担っている現実

を顧みない暴論です。反対尋問で「インセンティ

ブ付与」という考えは､「何から知ったのか」との

問いに、一切答えることができず､会社から説明

もなければ手当等の趣旨を聞いたこともないこ

とを認めました。裁判官からの尋問で、ようする

に「高い給与がインセンティブか」と問われ、「そ

うだ」と返答しました。給与や手当、休暇の格差

をすべて区別なくインセンティブ付与で合理化

する会社の主張は手当や休暇の主旨や目的を顧

みない主張であって明らかに労契法２０条の立

場とは異なるものです。 

続いて吉田証人（本社人事部・課長）は、「地域

基幹職（正社員の一部）については、昇任・昇格

していくキャリアパスを想定しており、果たすべ

き役割が違う」と比較すべき正社員をもっぱら

「地域基幹職」であると強調しました。具体的に

「業務内容や責任の程度でどこが違うのか」と問

われると「将来幅広い業務につく可能性がある」、

「班長代行を行うこともある」とのべるにとどま

りました。期間雇用社員についても将来、正社員

登用で（新）一般職になり「さらに広い業務につ

く可能性がある」ことからすれば（新）一般職と

何ら違いはありません。 

現場実態を証言するために登場した神野証人

(近畿支社総務・人事部係長)は、「正社員は営業を

担当するが期間雇用社員は協力する程度」「苦情

処理は正社員が初期対応する」などとおよそ実態

とかけ離れた虚偽証言を展開。さらに登場した新

内証人（板橋西局・第２集配営業部長）も、「通区

数は、正社員が５区平均、期間雇用社員は１区か

ら２区程度」であり、「営業活動で金銭的な交付・

販売は期間雇用社員にさせてない」（後に証言を
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撤回する）、欠員発生による補充のためのシフト

変更は「正社員が優先する」などと虚偽証言を連

発しました。また、新内証人は正社員登用試験に

応募しない社員がいるが､そういった社員は、「正

社員のような重い職責を担うことをいやがって

いる」とのべ、応募しないできない期間雇用社員

を侮蔑する証言を平然と行いました。 

神野・新内証人の証言内容でも、期間雇用社員

と担当・主任や（新）一般職が行っている業務内

容と責任の程度の違いについて「班長・副班長が

不在時の伝達業務」「金銭の取り扱い業務」「期間

雇用社員のスキル評価」の３つしか証言できず、

実態から期間雇用社員も行っていることが明ら

かであり、会社側証人証言からも期間雇用社員と

担当・主任や（新）一般職が何ら変わりのない業

務内容と責任を担っていることが明らかになっ

たといえます。 

原告・証人尋問で会社側の虚偽証言に反論 
５月２９日には正社員の立場から馬場証人、仲

井証人が証言、原告から檞、高橋、岡原告が証言

を行いました。手当や休暇について長期雇用のた

めのインセンティブ付与に目的があるといった

ことなど聞いたことはない。班長ミーティングへ

の出席や通区状態、シフト変更、営業活動やクレ

ーム処理も全く同じ業務実態にあることを証言

しました。また、檞原告は、班長ミーティングな

どへの出席､金銭授受を含む営業活動、またクレ

ーム処理を担ってきている実態を証言。高橋原告

は、「正社員と期間雇用社員とで集荷業務の内容

について違いは全くありません」と証言しました。

岡原告は、自ら班長ミーティングへの出席や班日

誌への記載などの班長業務を行っていた実態、さ

らにクレーム処理は､正社員や期間雇用社員の区

別なく行っている実態、また、正社員と期間雇用

社員の区別なく日々営業ノルマ達成が指示され

ている実態を証言しました。 

６月５日は、正社員の立場から小倉、大澤証人

が証言。原告から竹内、梶、三原原告が証言を行

いました。それぞれ「手当の理由は、定年まで貢

献するためのインセンティブとの説明はこの裁

判で初めて聞いた。」と証言。さらに､会社側証人

尋問で、「班

長、副班長不

在のときに、

期間雇用社

員が班長を

代行するこ

とはないと

証言したのですが、小倉さんは「そんなことはな

い。代行することはある。」と証言しました。大澤

証人も、「期間雇用社員が班長ミーティングなど

に出ることはよくある」と証言。また、正社員登

用試験の結果を局長が局長室で不合格の理由と

して営業活動ができていないからだと発言した

ことに対して組合として抗議の掲示物を掲出し

たが､会社からは一切クレームはつけられなかっ

たことを証言しました。竹内原告は、混合担務や

受箱担務につき日勤・中勤・夜勤に従事してきた

勤務実態を証言。また、集荷を簡易な業務という

会社側証人に対して「垂水局の全域を担当する可

能性もあり、郵便のあらゆる制度に精通しなけれ

ばならない業務である」ことを証言しました。最

後に証言にたった月給制契約社員の三原原告は、

日々、正社員と何ら変わらぬ仕事をしている。「総

務主任が出席する営業会議に局を代表して出席

していること」すらあったと証言しました。 

６月７日には、正社員の大野証人と北倉・岡崎

原告が証言にたちました。大野証人は、班長ミー

ティングにも期間雇用社員が出席している事実

を証言、また､営業目標についても正社員、期間雇

用社員問わず同じ目標が設定されている実態が

あることを証言しました。北倉原告は、「特配｣班

への配属を経験している立場から「特配」業務の

困難性を証言。また、営業活動への取り組みから

時給を下げられた自身の経験を証言しました。最

後に､証言にたった岡崎原告は、混合配達と通常

配達を行っており、夜間勤務も対応している実態

を証言。期間雇用社員のほうが，契約更新時に時

給を下げられる可能性があるという点で，重い責

任になっていると思います。」と証言を締めくく

りました。 

会社側は、原告と各証人の証言に対して有効な

反論は展開できず、実態論では会社側を圧倒し、

４日間の証人調べを終えました。 
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